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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成24年9月20日(2012.9.20)

【公開番号】特開2012-8053(P2012-8053A)
【公開日】平成24年1月12日(2012.1.12)
【年通号数】公開・登録公報2012-002
【出願番号】特願2010-145469(P2010-145469)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  35/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  35/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  35/00    　　　Ｃ
   Ｇ０１Ｎ  35/00    　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｎ  35/02    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月1日(2012.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　図１において、自動分析装置１００は、血液や尿などの生体サンプル（以下、試料と称
する）を収容する複数のサンプル容器１が収納されたサンプル容器ラック２と、サンプル
容器ラック２を搬送するラック搬送ライン３と、試薬容器保管部であって試料の分析に用
いる種々の試薬が収容された複数の試薬容器４が収納・保温され試薬ディスクカバー７に
より覆われた試薬容器ディスク５と、試料と試薬を混合するための複数の反応容器８が収
納されたインキュベータディスク９と、回転駆動や上下駆動によりサンプル容器１からイ
ンキュベータディスク９の反応容器８に試料を分注するサンプル分注ノズル１０と、試薬
ディスクカバー７に設けられた試薬ディスクカバー開口部７ａを介して、回転駆動や上下
駆動により試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器８に試薬を分注する試薬
分注ノズル１１と、反応容器８に収容された反応液を攪拌する反応容器攪拌機構１４と、
発光誘導試薬が収容された発光誘導試薬容器２２と、洗浄試薬が収容された洗浄試薬容器
２３と、回転駆動及び上下駆動により、インキュベータディスク９の反応容器８で混合さ
れた反応液、発光誘導試薬容器２２、或いは、洗浄試薬容器２３に収容された試薬を吸引
するノズル１７と、ノズル１７で吸引された反応液や試薬を用いて測定処理（電気信号測
定など）を行う電気信号検出器１８と、分析処理前に行う試薬準備処理や各部の分注動作
、電気信号検出器１８による測定処理などを含む自動分析装置１００全体の動作を制御す
る制御部１９とを概略備えている。試薬容器ディスク５には、発光標識を含む試薬を収容
する試薬容器や磁性粒子を含む試薬を収容する試薬容器などが収納されている。なお、本
実施の形態では測定処理の一例として電気信号測定を示して説明する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　図２に示すように、試薬容器ディスク５には、複数の試薬容器４が搭載されており、そ
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の周辺には、試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器８に試薬を分注する試
薬分注ノズル１１と、試薬容器ディスク５に搭載された試薬容器４に収容された試薬を攪
拌する試薬攪拌機構２０と、試薬容器ディスク５の所定位置に試薬容器４を搭載したり、
試薬容器ディスク５から試薬容器４を回収したりする試薬容器ローダ２１とが設けられて
いる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　制御部１９は、自動分析装置１００全体の動作を制御するものであり、予め設定したプ
ログラムや、入力部１９ｂなどにより入力されるオペレータからの指令に基づいて分析処
理を行う。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図３は、優先項目登録画面３０を示す図である。優先項目とは、その分析項目に対応す
る試薬の搭載・登録を自動分析装置１００がオペレーション状態のとき、すなわち、他の
分析項目を含む分析処理の実施中に行った場合に、その試薬を使える状態にするための試
薬準備処理を、他の分析項目に係る動作よりも優先して行うようにするものである。図３
において、優先項目登録画面３０は、優先項目として設定可能な分析項目を表示する設定
可能項目表示部３１と、優先項目として設定するために選択した分析項目を表示する優先
項目表示部３２と、設定可能項目表示部３１において図示しないカーソルなどの手段で指
定した分析項目を優先項目の登録対象として優先項目表示部３２に表示させる登録ボタン
３３と、優先項目表示部３２において図示しないカーソルなどの手段で指定した分析項目
を優先項目の登録対象から解除する解除ボタン３４と、優先項目登録画面３０に表示中の
設定を取り消して無効にする取消ボタン３６と、優先項目登録画面３０における設定内容
を有効として、制御部１９の記憶部（図示せず）に新たに登録する更新ボタン３７とを備
えている。また、優先項目登録画面３０には、自動分析装置１００において、複数の分析
ユニット９０を用いた構成とした場合に、優先項目登録画面３０に表示中の設定が対象と
する分析ユニット９０を指定するためのユニット指定画面４０（図４参照）を表示するユ
ニット指定ボタン３５が設けられている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
１　サンプル容器
２　サンプル容器ラック
３　ラック搬送ライン
４　試薬容器
４ａ～４ｃ　容器
４ｄ　バーコード
５　試薬容器ディスク
７　試薬ディスクカバー
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７ａ　試薬ディスクカバー開口部
８　反応容器
９　インキュベータディスク
１０　サンプル分注ノズル
１０ａ　サンプル分注チップ
１１　試薬分注ノズル
１２，１３　反応容器・サンプル分注チップ収納部
１４　反応容器攪拌機構
１５　廃棄孔
１６　搬送機構
１６ａ　チップ装着位置
１７　ノズル
１８　電気信号検出器
１９　制御部
１９ａ　表示部
１９ｂ　入力部
２０　試薬攪拌機構
２１　試薬容器ローダ
２２　発光誘導試薬容器
２３　洗浄試薬容器
３０　優先項目登録画面
３１　設定可能項目表示部
３２　優先項目表示部
３３　登録ボタン
３４　解除ボタン
３５　ユニット指定ボタン
３６，４１，５１　取消ボタン
３７，４２，５２　更新ボタン
４０　ユニット指定画面
５０　同一キャリブ使用条件設定画面
６０　試薬登録実行画面
６１　チェックボックス
６２　いいえボタン
６３　はいボタン
９０　分析ユニット
１００　自動分析装置
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